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令和 7年 第 4回 

紀の川市教育委員会定例会議事録   

 

 

1開催日時    令和 7年 4月 22日(火)午前 9時 29分～ 

2会  場    紀の川市役所 4階 402中会議室 

3出 席 者     鍋田泰延・長谷弘司・上中史子・小川真司・岡井良樹 

4欠 席 者     

5出席職員    教育部長 長田和美・教育審議監 岡本紹子・教育推進監 杉本太・

次長兼教育総務課長兼学校再編推進室長 柑本浩至・教育総務課副

課長 谷福靖司・教育総務課学校教育班長 北澤健一・生涯学習課

長 小西晴久・次長兼生涯スポーツ課長 山中邦弘・統括指導主事 

松尾千鶴・主任人事主事 森口裕介・主任指導主事 中嶋美沙・主

任指導主事 木下豪人・教育総務課副主査 田中奈々 

6傍聴者      なし 

7協議事項 

 

 

 

 

 

     ◎開会の宣告 

 

○教育長 

  それでは、ただ今から令和 7 年第 4 回紀の川市教育委員会定例会を開会させていただ

きます。 

  議事日程に従い進めさせていただきます。 

 

 

 

     ○会議録署名委員の指名 

 

○教育長 

  日程第 1、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員には小川委員、岡井委員を指名します。よろしくお願いします。 
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     ○会期の決定 

 

○教育長 

  日程第 2、会期の決定を行います。 

  会期は本日 1 日間としたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

○教育長 

  ご異議がないようですので、会期については本日 1 日間と決定しました。 

 

 

 

     ○諸般の報告 

 

○教育長 

  日程第 4、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告につきましては、私の方から報告させていただきます。 

  和歌山県市町村教育委員会連絡協議会総会について、5 月 30 日金曜日にアバローム和

歌山で開催されます。詳細がまだ来ていませんので、次回の教育委員会定例会で説明をさ

せていただきます。 

  この会につきましては教育委員さんの会でございますので、出席方よろしくお願いし

ます。 

  これについてご質問・ご意見等はございませんか。 

（発言する者なし） 

○教育長 

  特にないようですので、諸般の報告について終わります。よろしくお願いします。 

 

 

 

     ○議案第 24 号について 

 

○教育長 

  それでは日程第 4、議案上程。 

  まず、議案第 24 号、紀の川市学校給食費等補助金交付要綱の制定について説明を求め

ます。 
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○教育総務課長 

【紀の川市学校給食費等補助金交付要綱の制定について説明】 

 

○教育長 

  ただ今説明がありましたが、これにつきまして何かご意見・ご質問等はございませんか。 

 

○A 委員 

  1 点質問させてください。 

  議案第 24 号の 3 枚目、補助金の額、第 4 条の第 3 項のところに、前 2 項の規定に関わ

らず補助対象者が学校給食費の全部または一部について補助金その他の公費による援助

を受けている時は、当該額を補助金の額から控除するとあります。この他の公費というの

は例えばどういったものが対象になるのでしょうか。お願いします。 

 

○教育総務課学校教育班長 

  就学援助事業であるとか、特別支援学校に通う方に対して補助金が出ておりまして、そ

ういったものを受けておられる方、またもしくは他の市町村で独自に実施されている補

助金、そういうものがあれば引かせていただくという意味でございます。 

  以上です。 

 

○A 委員 

  理解できました。ありがとうございます。 

 

○教育長 

  他にご意見・ご質問はございませんか。 

 

○B 委員 

  予算枠で約 2,300 万円計上されていたかと思いますが、新たに拡充対象となる人数は

見込みで何名ぐらいを想定されているのでしょうか。 

 

○教育総務課長 

  まず、小学校につきましては県内の市外、県内児童が 57 名、県外 1 名の合計 58 名を

想定しております。5 月 1 日現在での対象人数になっております。また、中学生につきま

しても県内の市外生徒数が 216 名、また県外の生徒数が 2 名の合計 218 名。小中合わせ

て 276名の児童が対象となっており、これを予算額の想定とさせていただいております。 

  以上です。 
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○C 委員 

  カラー刷りの資料を見ますと、子育て世代の経済的支援ってなっています。この給食費

補助については、子育て支援ではなくて人口減対策ということで始めたと思うのですが、

その点はどうなっているのでしょうか。 

 

○教育総務課学校教育班長 

  こちらおっしゃる通り、給食の無償化に関しましては人口増加対策としてスタートし

てはおりますが、ただ、今回のこの市外の方に対するものっていうのは物価高騰対策事業

に関する国の補助金を充てております。ですので、位置づけといたしましては物価高騰対

策ということで対応していきたいと思っております。 

  以上です。 

 

○C 委員 

  もう 1 点すみません。 

  給食費無償化については、5 年間の期限があったと思いますが、この点はいかがでしょ

うか。 

 

○教育総務課学校教育班長 

  それも委員おっしゃる通り、給食費の無償化に関しましては令和 4 年度から 5 年間と

いうことで期間を定めて実施しておるところでございます。 

  先程申しました通り、今回のこの市外に対する補助金というのは国の物価高騰対策の

補助金を活用して本年度実施していくということになっております。それ以降、令和 8 年

度以降の財源につきましては今のところ未定です。 

  令和 8 年度以降続けていくかどうかということに関しましては、財政当局と相談しな

がら決定していくことになるとは思いますが、今の世の中の流れを見ましても、やはりこ

れはセットで市内・市外両方共に、スタートは違いますけれども補助をしていくというこ

とになるのではないかというふうに思っております。 

  以上です。 

 

○C 委員 

  理解しました。 

 

○教育長 

  他にご意見・ご質問はございませんか。 
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○B 委員 

  先程の説明で、施策の目標が物価高騰対策であるということでしたが、家庭目線で見た

場合に、特に転居を考えている保護者さんからすると、より手厚いというところの目線で

見られると思います。これは C 委員がおっしゃった転居とか転入を呼び込むということ

と関連することですが、その際に、周辺の自治体、特に県内で、同様の施策が取られてい

るのか情報がありましたら教えてください。 

 

○教育総務課学校教育班長 

  同様の施策というのは、給食の無償化以外の補助をしているかどうかというところで

しょうか。今回の議案と同じような内容の補助をしているかどうかでしょうか。 

 

○B 委員 

  今回の内容と同じということです。 

 

○教育総務課学校教育班長 

  私ども把握している部分につきましては、海南市のほうで昨年度の下半期から実施、か

つらぎ町でも似たような施策を実施していると聞いております。 

  以上です。 

 

○教育長 

  他にご意見・ご質問等はございませんか。 

 

○D 委員 

  先程スタートとは違う施策という話でしたが、スタート時の人口の増加は見られてい

るのでしょうか。この今２年目に入っているかと思いますが、子供たちの数が増えている

のか、その辺はどうでしょうか。わかる範囲で教えてください。 

 

○教育総務課学校教育班長 

  地域創生課のほうでアンケート調査をしているかどうか、そこまで把握できていませ

んが、まだ情報は入ってきておりません。 

  以上です。 

 

○教育長 

  他にご意見・ご質問等はございませんか。 

 

○C 委員 
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  D 委員の先程の質問ですが、社会増ということで転出より転入のほうが増えていると

いうふうに昨年、お伺いしたことがあります。 

  昨今、多くの自治体では子育て支援ということで、高校の授業料無償化もありますけど

も、こういった子育て支援というのが増えてきていると思います。 

  市としても大変好評ですので、是非財源を確保して継続していただけたらありがたい

なと市民は思っていると思いますので、お願いしたいと思います。 

  以上です。 

 

○教育長 

  他にご意見・ご質問等はございませんか。 

（発言する者なし） 

○教育長 

  特にご意見がないようですので、議案第 24 号について承認することに異議ございませ

んか。 

（異議なしの声） 

○教育長 

  異議なしと認めます。 

  それでは、議案第 24 号、紀の川市学校給食費等補助金交付要綱の制定については承認

されました。 

 

 

 

     ◎議案第 25 号について 

 

○教育長 

  続いて、議案第 25 号、紀の川市食物アレルギーを有する児童生徒の給食費補助金交付

要綱の制定について説明を求めます。 

 

○教育総務課長 

【紀の川市食物アレルギーを有する児童生徒の給食費補助金交付要綱の制定について説明】 

 

○教育長 

  ただ今説明がありましたが、これにつきまして何かご意見・ご質問等はございませんか。 

（発言する者なし） 

○教育長 

  特にご意見がないようですので、議案第 25 号について承認することに異議ございませ
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んか。 

（異議なしの声） 

○教育長 

  異議なしと認めます。 

  それでは、議案第 25 号、紀の川市食物アレルギーを有する児童生徒の給食費補助金交

付要綱の制定については承認されました。 

 

 

 

     ◎議案第 26 号について 

 

○教育長 

  続いて、議案第 26号、令和 7 年度学校運営協議会委員の委嘱について説明を求めます。 

 

○教育審議監 

【令和 7 年度学校運営協議会委員の委嘱について説明】 

 

○教育長 

  ただ今説明がありましたが、これにつきまして何かご意見・ご質問等はございませんか。 

 

○D 委員 

  各学校のコーディネーターの維持という点で、活動を広げていくようにという指導も

あったかと思います。コーディネーターの活動状況で、うまくいっているというところが

ございましたら教えていただきたいなと思いました。 

 

○生涯学習課長 

  今のところですね、特段大きな問題はなく、順調に活動してくださっていると聞き及ん

でございます。 

  以上です。 

 

○教育長 

  他にご意見・ご質問等はございませんか。 

 

○A 委員 

  少しわからないので質問お願いします。 

  この役職等の中に共育コミュニティコーディネーターという役職と、共育コーディネ
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ーターという役職がありますが、この違いについて教えてください。 

 

○教育審議監 

  ここは学校で作成した時の記入の違いの都合で、役職は同じものです。 

  以上です。 

 

○A 委員 

  承知しました。ありがとうございます。 

 

○教育長 

  他にご意見・ご質問はございませんか。 

（発言する者なし） 

○教育長 

  特に意見がないようですので、議案第 26 号について承認することに異議ございません

か。 

（異議なしの声） 

○教育長 

  異議なしと認めます。 

  それでは、議案第 26 号、令和 7 年度学校運営協議会委員の委嘱については承認されま

した。 

 

 

 

     ◎議案第 27 号について 

 

○教育長 

  続いて、議案第 27 号、紀の川市体育・スポーツ推進協議会委員の委嘱について説明を

求めます。 

 

○生涯スポーツ課長 

【紀の川市体育・スポーツ推進協議会委員の委嘱について説明】 

 

○教育長 

  ただ今説明がありましたが、これにつきまして何かご意見・ご質問等はございませんか。 

 

（発言する者なし） 
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○教育長 

  特に意見がないようですので、議案第 27 号について承認することに異議ございません

か。 

（異議なしの声） 

○教育長 

  異議なしと認めます。 

  それでは、議案第 27 号、紀の川市体育・スポーツ推進協議会委員の委嘱については承

認されました。 

 

 

 

     ◎議案第 28 号について 

 

○教育長 

  続いて、議案第 28 号、紀の川市スポーツ賞選考委員会委員の委嘱について説明を求め

ます。 

 

○生涯スポーツ課長 

【紀の川市スポーツ賞選考委員会委員の委嘱について説明】 

 

○教育長 

  ただ今説明がありましたが、これにつきまして何かご意見・ご質問等はございませんか。 

（発言する者なし） 

○教育長 

  特にご意見がないようですので、議案第 28 号について承認することに異議ございませ

んか。 

（異議なしの声） 

○教育長 

  異議なしと認めます。 

  それでは、議案第 28 号、紀の川市スポーツ賞選考委員会委員の委嘱については承認さ

れました。 

 

 

 

     ◎議案第 29 号について 
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○教育長 

  続いて、議案第 29 号、令和 7 年度紀の川市学校教育指針の策定について説明を求めま

す。 

 

○教育審議監 

【令和 7 年度学校教育指針の策定について説明】 

 

○教育長 

  ただ今説明がありましたが、これにつきまして何かご意見・ご質問等はございませんか。 

 

○A 委員 

  リーフレット読ましていただいて、すごく方針がわかりやすくて、すごいいいなと感じ

ました。 

  意外と子供たちを持つ保護者の皆さんは LINE での情報収集というのが結構あるかと

思うのですが、この辺り活用すればもっと皆さんに伝わっていいのではないかなと思っ

たのですが、その辺りはいかがでしょうか。 

 

○教育審議監 

  このリーフレットにつきましては、市のホームページのほうにも掲載させていただき

ますので、LINE の活用は今のところ考えてはおりません。 

  以上です。 

 

○A 委員 

  わかりました。 

SNS は色々と扱いには気をつけないといけないこともあると思いますが、意外と皆さ

ん情報収集に使っている傾向があると最近感じるので、またそういったものもご検討い

ただけたらと思っています。 

  以上です。ありがとうございます。 

 

○教育長 

  他にご意見・ご質問はございませんか。 

（発言する者なし） 

○教育長 

  では、特にご意見がないようですので、議案第 29 号について承認することに異議ござ

いませんか。 

（異議なしの声） 
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○教育長 

  異議なしと認めます。 

  それでは、議案第 29 号、令和 7 年度紀の川市学校教育指針の策定については承認され

ました。 

  議案については以上となります。 

 

 

 

     ◎予算決算常任委員会及び総務文教常任委員会の結果について 

 

○教育長 

  続きまして、日程第 5、報告事項に移ります。 

  予算決算常任委員会及び総務文教常任委員会結果について説明を求めます。 

 

○教育総務課長 

○教育総務課副課長 

○生涯学習課長 

○生涯スポーツ課長 

【予算決算常任委員会及び総務文教常任委員会結果について説明】 

 

○教育長 

  ただ今 3 課から説明がありましたが、これについてご意見・ご質問はございませんか。 

 

○D 委員 

  些細なことですが、ALT の人員を増やしていただいて 1・2 年生からもということで大

変嬉しいと思っています。その時間を 10 時間程度、3 年生以上は総合的な学習の時間で

取るということですが、1・2 年生は秋から始まる予定ですけれども、1・2 年生は総合が

ないのでどの時間を充てる予定でしょうか。 

 

○教育審議監 

  1 年生や 2 年生は総合がないので、その内容によっては国語科で取ったり体育でとった

り、音楽や生活科の中に入れてもらえればと思っております。年間 10 時間程度なので、

一応どんな内容か計画も立てていかなければならないと思っておりますので、その予定

でお願いいたします。 

 

○B 委員 
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  万博の社会見学についてなんですけども、小中ともに 1 校ずつが行かない予定だと報

告をいただきました。この理由がまず何なのかというのが 1 点。 

  他 2 点がお金のことになりますが、県の補助のみで後は個別負担になるという旨をお

伺いしましたが、1 人当たりいくらぐらいの負担が見込まれるのかというのが 2 点目で

す。 

  関連して 3 点目で、個別負担が高額になってくるのであれば家庭によっては結構しん

どいよというところも出てこようかと思います。現在、県の補助のみだということですが、

この辺り生活保護世帯等には市の単独事業で何か補助策は打てないでしょうか。 

  以上 3 点、お願いいたします。 

 

○教育審議監 

  まず、万博に行かない学校が 2 校あります。中学校 1 校、小学校 1 校です。 

中学校につきましては校長先生のお考えで計画が立てにくいということと、他の学校

行事との関係もあって行かないことを選択してくれています。 

小学校につきましては、小規模校でやはりバス代がネックになったということです。他

にも修学旅行にも行く予定があることや、5 年生は宿泊学習もあり、万博もとなるとやは

り保護者の負担も増える。バス代を人数割すると結構な金額になるので、それで行かない

と判断したという話を聞いています。 

  それから、1 人当たりの費用ですが、昨日早速丸栖小学校が万博へ行きました。1 人当

たり 3,000 円の負担で行けるということで、3,000 円で行けるなら行って良かったという

感想を校長先生からは聞いております。パビリオンなども見学できますが子供にとって

は内容もすごく難しいけれども、すごいという雰囲気を味わえたということで、行って良

かったという感想をいただいております。 

  それから、補助ですが、やはり就学援助を受けているご家庭はこういった費用も出てく

ると思いますので、特に負担がという話にはならないと思います。 

 

○B 委員 

  ありがとうございます。 

 

○教育長 

  他にご意見・ご質問はございませんか。 

（発言する者なし） 

 

 

 

     ◎田中小学校改築第 2 期工事の工程変更について 
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○教育長 

  それでは、特に意見がないようですので、続いて、田中小学校改築 2 期工事の工程変更

について説明を求めます。 

 

○教育総務課副課長 

【田中小学校改築 2 期工事の工程変更について説明】 

 

○教育長 

  ただ今説明がありましたが、これについてご意見・ご質問はございませんか。 

（発言する者なし） 

 

 

 

     ◎人事異動後等の図書館協議会委員の委嘱について 

 

○教育長 

  特にご意見がないようですので、続いて、人事異動後等の図書館協議会委員の委嘱につ

いて説明を求めます。 

 

○生涯学習課長 

【人事異動後等の図書館協議会委員の委嘱について説明】 

 

○教育長 

  説明がありましたが、これについて何かご意見・ご質問はございませんか。 

（発言する者なし） 

 

 

 

     ◎令和 7 年度学校訪問について 

 

○教育長 

  特に意見がないようですので、続きまして、日程第 6、その他。 

  令和 7 年度学校訪問について説明を求めます。 

 

○教育審議監 
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【令和 7 年度学校訪問について説明】 

 

○教育長 

  説明がありましたが、ご意見・ご質問等はございませんか。 

（発言する者なし） 

○教育長 

  また、ご協力のほうよろしくお願いします。 

 

 

 

     ◎令和 7 年度紀の川市内小中学校運動会日程について 

 

○教育長 

  それでは次に、令和 7 年度紀の川市内小中学校運動会日程について説明を求めます。 

 

○教育総務課長 

【令和 7 年度紀の川市内小中学校運動会日程について説明】 

 

○教育長 

  説明がありましたが、ご意見・ご質問等ございませんか。 

（発言する者なし） 

 

 

 

     ◎令和 6 年度紀の川市立図書館資料寄贈報告について 

 

○教育長 

  特にないようですので、続いて、令和 6 年度紀の川市立図書館資料寄贈報告について

説明を求めます。 

 

○生涯学習課長 

【令和 6 年度紀の川市立図書館資料寄贈報告について説明】 

 

○教育長 

  説明がありましたが、ご質問・ご意見等ございませんか。 

（発言する者なし） 



15 

 

○教育長 

  特に意見がないようです。 

 

 

 

     ◎その他について 

 

○教育長 

  以上で本日の日程は全て終わりましたが、それ以外に何かございませんか。 

  事務局お願いします。 

 

○事務局 

  それでは、事務局から次回の教育委員会の日程を連絡させていただきます。 

  次回の教育委員会定例会の日程は 5 月 22 日木曜日、午前 9 時 30 分からこちらの 402

会議室において開催させていただきますのでよろしくお願いします。 

  事務局からは以上です。 

 

○教育長 

  他に何かございませんか。 

（発言する者なし） 

 

 

 

    ◎閉会の宣告 

 

○教育長 

  それでは、これで第 4 回の教育委員会定例会の議事は終了いたしましたので、これで

定例会を終わります。 

  どうもありがとうございました。 

 

閉会  10 時 40 分 


